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福岡県不妊に悩む方への先進医療支援事業実施要綱 

 

 （目 的） 

第１条 不妊治療における経済的負担を軽減するため、特定不妊治療（体外受精及び顕微

授精をいう。以下同じ。）を行う際に、保険適用された治療と併用して自費で実施され

る「先進医療」に係る費用の一部を助成することにより、不妊に悩む夫婦が妊娠・出産

を諦めることがないようにすることを目的とする。 

 

 （実施方法） 

第２条  この事業は、県が、第３条に規定する助成対象者が第４条に規定する助成対象治

療を受けた場合に、第６条の規定により算定される金額を助成することにより実施する。 

 

 （助成対象者） 

第３条  この事業の助成対象者は、次の各号の要件を備えている夫婦のうち、特定不妊治

療の開始日が令和５年４月１日以降である者とする。 

  なお、「特定不妊治療の開始日」とは、「治療計画」を立てた日をいい、「１回の治

療」とは、「治療計画」を立てた日から、「妊娠判定」等に至るまでの特定不妊治療の実

施の一連の過程をいう。 

 (1)特定不妊治療開始日に夫婦であること（事実婚を含む。なお、子どもの福祉に配慮し、

出生した子について認知を行う意向があること。） 

 (2)特定不妊治療開始日の妻の年齢が４３歳未満であること 

 (3)治療開始日から申請日までの間に、夫婦の双方又はいずれかが、県内市町村（政令市

・中核市を含む）に住所を有すること  

 (4)保険診療として特定不妊治療を受診していること 

 

 （助成対象治療） 

第４条 対象となる治療は、令和５年４月１日以降に開始した１回の保険診療の特定不妊

治療と併せて行われた別表に定める先進医療であって、当該先進医療の実施機関として

厚生労働省に承認された医療機関で実施されたものとする。 

２ 医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない

等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とする。 

 

（対象費用） 

第５条 対象となる費用は、前条に規定する対象治療に要した費用とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は対象外とする。 

 (1)他の地方公共団体で助成を受けていた期間に係る先進医療の費用 

 (2)保険診療が適応されず、全額自己負担で実施した場合の先進医療の費用 
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 (3)受精胚の管理料、入院費、食事代、証明書などの文書料等治療に直接関係のない費用 

 

 （助成金の額） 

第６条 前条第１項に定めた対象費用に対し助成する金額（以下「助成額」という。）は、

１回の治療につき、実施された先進医療の合計費用の７割の額（算出された合計額に千

円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。）と５万円のいずれか

低い方の額とする。 

 

 （助成の申請） 

第７条 助成を受けようとする夫婦（以下｢申請者｣という。）は、原則として、治療が終

了した日又は中止日の属する年度内に申請するものとする。ただし、知事がやむを得な

い事情があると認めるときは、翌年度４月３０日まで申請を行うことができるものとす

る。 

２ 申請者は、福岡県不妊に悩む方への先進医療支援事業申請書（様式第１号）（以下｢申

請書｣という。）に、次に掲げる書類を添えて、知事に申請するものとする。ただし、前

回以前の申請時に提出した③、④の書類で、それぞれの発行日から３ヶ月以内のものは

添付を省略することができる。ただし、２回目以降でも前回申請から変更がある者及び

事実婚の者は省略できない。 

① 福岡県不妊に悩む方への先進医療支援事業受診等証明書（様式第２号） 

② 実施医療機関等が発行した当該治療に要した費用に係る領収書（コピー可。） 

③ 住民票の写し（発行日から３ヶ月以内のもの。事実婚の夫婦は、夫婦両人のものが

必要。） 

④ 夫婦両人の戸籍謄本（発行日から３ヶ月以内のもの。法律婚の夫婦であって、婚姻

の事実を住民票で確認できる場合は、省略できる。） 

⑤ 夫婦両人の事実婚関係に関する申立書（様式４号）（同一世帯でない場合、その理

由について記載すること） 

⑥ 口座振込先情報が分かる資料（振込先の口座内容（口座番号、口座名義等）がわか

る部分の通帳のコピー等） 

⑦ 前各号に掲げるもののほか知事が必要と認める書類 

 

（助成の決定） 

第８条 知事は、申請書等を審査し、助成の可否及び助成額の決定を行い、その結果を、

申請者に通知するものとする。 

 

（助成金の交付） 

第９条 知事は、助成決定後、申請者に対して、口座振替の方法により助成金を交付する

ものとする。 
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 （助成金の返還） 

第１０条 知事は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、

その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。 

 

 （助成台帳） 

第１１条 知事は、助成の状況を明確にするため、福岡県不妊に悩む方への先進医療支援

事業台帳（様式第３号）を備え付けるものとする。 

 

 （広報活動等） 

第１２条  知事は、この事業の実施にあたり、医師会、市町村その他関係機関等への周知

を図るとともに十分な連携に努め、積極的な協力を求めるものとする。 

２ 知事は、高年齢での妊娠・出産は、様々なリスクが高まるとともに、出産に至る確率

も低くなることが医学的にも明らかになっていることなどについて、正確な情報提供、

普及啓発を図るなど、広く広報等を行うものとする。また、子どもを持ちたいと願う家

庭の選択肢として、申請者の希望に応じて里親・特別養子縁組制度の普及啓発等を実施

するものとする。 

３ この事業の関係者は、申請者が安心して助成に関する相談ができるようプライバシー

の保護に配慮するものとする。 

 

第１３条  この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は別に定める。 

 

附  則 

この要綱は、令和５年６月１日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月３０日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年９月１２日から施行し、令和６年９月１２日から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和８年６月２２日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 
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別 表 
 

名   称 

１ ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術（ＰＩＣＳＩ）   

２ 子宮内膜刺激術（ＳＥＥＴ法）  

３ タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養（タイムラプス）  

４ 子宮内膜受容能検査１（子宮内膜受容能検査、ＥＲＡ）   

５ 子宮内細菌叢検査１（子宮内細菌叢検査、ＥＭＭＡ、ＡＬＩＣＥ） 

６ 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術（ＩＭＳＩ） 

７ 子宮内膜擦過術（子宮内膜スクラッチ）   

８ 二段階胚移植術（二段階胚移植法）     

９ 子宮内細菌叢検査２（子宮内フローラ検査）     

１０ 子宮内膜受容能検査２（子宮内膜受容期検査、ＥＲＰｅａｋ）    

１１ 膜構造を用いた生理学的精子選択術  

１２ 着床前胚異数性検査２  

 


